
○奈良県の郊外住宅地への住み替え意向を聞いたところ、「条件があえば住んでみたい」が約５割で

あった（どの世帯も同様）

○この場合の「条件」については「価格が手ごろ」「利便性が高い」等であり、子育て世帯では「子育て

環境が整っている」ことがあげられた

近畿２府５県における住み替えニーズ調査結果 ⑧

＜全体＞

■奈良県の郊外住宅地への住み替え意向

是非住みたい

4.4%

条件があえば、

住んでみたい

48.0%

住んでみたい

とは思わない

45.1%

現在住んでいる

2.5%

( n = 721 )

11.6 51.2 13.9 77.5 31.2 54.0 21.7 7.8 31.2 4.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%親族や知り合いがいる都心通勤・通学に比較的便利な立地バス便が便利価格・賃料が手ごろ家が広いスーパーなどの買い物利便が良い子育て環境が整っている高齢者施設・サービスが充実働く場があるその他【 】

( n = 346 )

22.8 48.1 6.3 67.1 43.0 51.9 53.2 6.3 39.2 6.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%親族や知り合いがいる都心通勤・通学に比較的便利な立地バス便が便利価格・賃料が手ごろ家が広いスーパーなどの買い物利便が良い子育て環境が整っている高齢者施設・サービスが充実働く場があるその他

( n = 79 )

→「条件」の内容（いくつでも）
＜全体＞
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＜子育て世帯＞



57.1 15.0 57.4 37.4 7.6 1.9 14.1 12.6 28.7 15.5 1.7 7.6 

0% 20% 40% 60% 80%最寄り駅の鉄道利便性（本数、急行停車駅 等）最寄りのバス停のバス利便性（本数 等）スーパー・コンビニの情報（位置 等）医療施設や介護施設の情報（位置、科目 等）公園・緑地の情報（位置、利用ルール 等）寺社・仏閣等、地域の観光資源の情報（位置 等）保育園・幼稚園などの子育て支援施設の情報（位置、定員 等）小・中学校の情報（クラス数、特徴的な事項 等）行政サービスの情報（ゴミだし、住民税、補助金、保険関連 等）自治会・町内会等の情報（自治会費、活動内容、地域アピール 等）その他【 】追加したいものはない

( n = 721 )

○近畿府県で住み替え意向のある方については、全体的に交通や買い物の利便性の高いところを求

めている

○一方で、「郊外」や「戸建て住宅」へのニーズは一定数あること、また、特に子育て世帯では「教育環

境の良さ」や「治安の良さ」などを重視する傾向があることなどから、奈良県の郊外住宅地について

も環境の良さ・治安の良さなどの地域の良さをアピールすることで、転入を促進できる可能性がある

（実際、前述の生駒市あすか野では、教育環境の良さを理由に子育て世帯が流入している）

近畿２府５県における住み替えニーズ調査結果 ⑨

■参考）住み替え先の物件を探す際に必要な情報
（住宅の価格・規模等の基本情報に加えて役立つと思う情報３つまで）
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48.8 11.0 52.4 31.1 12.2 0.6 32.9 29.9 28.0 16.5 0.6 4.3 

0% 20% 40% 60% 80%最寄り駅の鉄道利便性（本数、急行停車駅 等）最寄りのバス停のバス利便性（本数 等）スーパー・コンビニの情報（位置 等）医療施設や介護施設の情報（位置、科目 等）公園・緑地の情報（位置、利用ルール 等）寺社・仏閣等、地域の観光資源の情報（位置 等）保育園・幼稚園などの子育て支援施設の情報（位置、定員 等）小・中学校の情報（クラス数、特徴的な事項 等）行政サービスの情報（ゴミだし、住民税、補助金、保険関連 等）自治会・町内会等の情報（自治会費、活動内容、地域アピール 等）その他追加したいものはない

( n = 164 )

行政サービスの情行政サービスの情行政サービスの情行政サービスの情

報に対するニーズ報に対するニーズ報に対するニーズ報に対するニーズ

ありありありあり

教育情報・行政教育情報・行政教育情報・行政教育情報・行政

サービスの情報にサービスの情報にサービスの情報にサービスの情報に

対するニーズあり対するニーズあり対するニーズあり対するニーズあり

＜全体＞ ＜子育て世帯＞



建築後10年未満

（平成18年以降に建築）

7.8%

建築後10～19年経過

（平成8年～平成17年に

建築）

11.7%

建築後20～29年経過

（昭和61年～平成7年に

建築）

15.5%

建築後30～39年経過

（昭和51年～昭和60年

に建築）

23.3%

建築後40年以上経過

（昭和50年以前に建築）

35.9%

不明

5.8%

○近畿２府５県（京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・滋賀県・三重県・奈良県）の住民のうち、空き家を

所有している方（自身が所有・親又は祖父母が所有し自身が管理）に対してwebアンケートを実施

○各府県１００名の回答とし、奈良県と他府県で空き家に係る意識の違いがあるか等を分析

→結果として奈良県と他府県ではほとんど違いが無かった

近畿２府５県における空き家に係る調査結果 ①

■空き家のタイプ
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建築後建築後建築後建築後30303030年を超え年を超え年を超え年を超え

ているものが約ているものが約ているものが約ているものが約6666割割割割

戸建住宅

77.7%

長屋

1.9%

共同住宅

（マンション）

10.7%

古民家

8.7%

その他

1.0%

＜奈良県＞

■空き家の建築後の経過年数

＜奈良県＞



もともとは住んでいたが、転居し、別の住宅に住み替えたため35.0%もともと別の住宅に住んでいるため43.7%
老人ホーム等の施設に入居したため9.7%
転勤により長期不在となったため2.9%

建替え・増改築・リフォームのために一時的に別の住宅に移転しているため2.9% その他5.8%

○空家の所有は個人名義となっているものがほとんどだが、複数名義のものも1割強存在

○相続等で取得したものが約4割となっている

近畿２府５県における空き家に係る調査結果 ②

■空き家の名義
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＜奈良県＞

■空き家の取得経緯

新築した・

新築住宅を

購入した

34.0%

中古住宅を

購入した

12.6%

親や親族等

から相続した

35.9%

遺贈された（遺言により

他人から贈与された）

2.9%

所有者は親・祖父母等

であり、自分は管理（状

況を把握）しているだけ

なので詳しくは知らない

14.6%

＜奈良県＞

もともとは住んでいたが、転居し、別の住宅に住み替えたため35.0%

単独個人名義86.4%
複数個人名義13.6%

■居住用に利用していない理由＜奈良県＞

相続・遺贈により取相続・遺贈により取相続・遺贈により取相続・遺贈により取

得したものが約得したものが約得したものが約得したものが約4444割割割割

転居後空き家となっ転居後空き家となっ転居後空き家となっ転居後空き家となっ

たものも多いたものも多いたものも多いたものも多い



自宅と同一市町村内59.7%同一府県内の他市町村22.5%
他の都道府県15.9%

不明1.9%

近畿２府５県における空き家に係る調査結果 ③

■空き家の所在地（管理者との位置関係）
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■空き家になってからの経過年数

＜奈良県＞

＜他府県＞

自宅と同一

市町村内

46.6%
同一府県内の

他市町村

28.2%

他の

都道府県

22.3%

不明

2.9%

＜奈良県＞

1年未満

10.7%

1年～

3年未満

18.4%

3年～

5年未満

16.5%

5年～

10年未満

20.4%

10年～

20年未満

15.5%

20年以上

8.7%

不明

9.7%

1年未満17.2%1年～3年未満19.9%3年～5年未満18.0%5年～10年未満18.4%
10年～20年未満9.2%

20年以上7.6% 不明9.7%
＜他府県＞

他府県に比較して自他府県に比較して自他府県に比較して自他府県に比較して自

市町村内が少ない市町村内が少ない市町村内が少ない市町村内が少ない

他府県に比較して、他府県に比較して、他府県に比較して、他府県に比較して、

空き家となってから空き家となってから空き家となってから空き家となってから

の経過年数が長いの経過年数が長いの経過年数が長いの経過年数が長い

ものが多いものが多いものが多いものが多い

○空き家の所在地が管理者の自宅と同じ市町村内であるものの割合は、他府県より１０％以上少な

い

○また空き家となってからの経過年数が長いものが多い



定期的に外壁や屋根等

をメンテナンスしており、

直ぐにでも利用可能な

状態

33.0%

外壁等の一部に汚れが

あるが、室内に破損は

なく、一部補修すれば利

用可能な状態

38.8%

外壁等の外回り、室内と

もに破損があり、利用す

るには大規模な修繕が

必要な状態

11.7%

外壁等の外回り、室内と

もに破損が著しく、屋根

等も傾いており、利用は

困難な状態

2.9%

その他

1.9%

不明

11.7%

○空き家の状態は比較的良好なものが多く、直ぐに利用可能・一部の補修で利用可能なものの合計

が約7割となっている

○しかし、「何にも利用していない」空き家が約4割存在

近畿２府５県における空き家に係る調査結果 ④

■空き家の状態

53

■空き家利用方法（いくつでも）
＜奈良県＞

＜奈良県＞

全国に比較して、空全国に比較して、空全国に比較して、空全国に比較して、空

き家となってからのき家となってからのき家となってからのき家となってからの

経過年数が長いも経過年数が長いも経過年数が長いも経過年数が長いも

のが多いのが多いのが多いのが多い

13.6 9.7 14.6 10.7 19.4 14.6 2.9 39.8 

0% 20% 40% 60%賃貸用に募集中売却用に募集中週末や休暇時など、保養や趣味などに利用している盆・暮れの帰省時など、定期的に宿泊、又は利用している家財道具等の保管場所（物置・倉庫）として利用している仏壇、又は神棚を置いているその他何にも利用していない

定期的に外壁や屋根等

をメンテナンスしており、

直ぐにでも利用可能な

状態

33.0%

約４割が空き家を約４割が空き家を約４割が空き家を約４割が空き家を

利用していない利用していない利用していない利用していない



○空き家を積極的に利用していない理由では「特に理由はない」が約３割、「別に住宅を所有しており

利用する必要がない」とあわせると5割強となった

○空き家を「誰も管理していない」とする割合は他府県に比べて高く、2割に達した

近畿２府５県における空き家に係る調査結果 ⑤

■空き家を積極的に利用していない理由
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■空き家を管理している人

＜奈良県＞

いずれは

賃貸予定のため

2.6%

いずれは

売却予定のため

9.1%

いずれは取り壊し

予定のため

16.9%

転勤等の

長期不在のため

1.3%

別に住宅を所有

しており、利用する

必要がないため

26.0%

遠方に住んでいるため、

利用したくても

利用できないため

9.1%

育った記憶・両親等との

思い出の場所として、

残しているため

1.3%

将来、子どもや親族等

が利用するために

残しているため

2.6%

増改築・修繕のために

一時的に退去している

ため

0.0%

その他

1.3%

特に理由は

ない

29.9%

あなた又は

あなたの

同居親族

62.1%

あなたの非同居親族

7.8%

空き家の近所の住民

5.8%

委託先の

管理代行業者など

2.9%

その他

1.0%

誰も管理

していない

20.4%

あなた又はあなたの同居親族65.5%あなたの非同居親族13.3%空き家の近所の住民2.9%委託先の管理代行業者など4.5% その他0.5% 誰も管理していない13.3%

＜奈良県＞

＜他府県＞

他府県に比較して、管理他府県に比較して、管理他府県に比較して、管理他府県に比較して、管理

していない割合が高いしていない割合が高いしていない割合が高いしていない割合が高い

理由なく利用されていな理由なく利用されていな理由なく利用されていな理由なく利用されていな

いものが多いいものが多いいものが多いいものが多い



39.5 7.0 11.6 14.0 37.2 16.3 14.0 9.3 0.0 0.0 16.3 

0% 20% 40% 60%現在の空き家を活用できるかどうか分からないリフォーム費用や解体費用を捻出できないリフォーム工事・仲介・解体の業者を知らない賃貸によるトラブルの発生買い手や借り手が見つからない満足できる価格で売れない・賃料を取れそうにない建物解体後の固定資産税の上昇複数いる相続人の調整地域外の人に売買・賃貸することに近隣の理解が得られないその他特に不安はない

39.8 38.8 15.5 17.5 7.8 21.4 6.8 1.0 29.1 

0% 20% 40% 60%放火等による火災不審者の侵入や犯罪の発生ゴミの不法投棄害虫の発生やネズミ等の害獣による被害地震による建物の損壊・倒壊雑草繁茂や樹木の越境による近隣への迷惑屋根や外壁材の飛散や倒壊による近隣への被害の発生その他特に心配していない

近畿２府５県における空き家に係る調査結果 ⑥

他府県と比較して他府県と比較して他府県と比較して他府県と比較して

空き家を活用でき空き家を活用でき空き家を活用でき空き家を活用でき

るかどうか不明・買るかどうか不明・買るかどうか不明・買るかどうか不明・買

い手等が見つからい手等が見つからい手等が見つからい手等が見つから

ないという割合がないという割合がないという割合がないという割合が

高い高い高い高い

○空き家にしておくことについては、防犯上等の懸念を持っている人が多い

○今後５年間で売却・賃貸等の意向があるのは併せて3割弱だが、「買い手が見つからない」等の課

題を感じている割合が比較的高い

自分で住む10.7%建物は取り壊し、建替えて自分が住む12.6%現在と同じ利用方法を継続17.5%中古住宅として売却したい11.7%賃貸したい15.5%
子ども等の親族に利用してもらいたい（相続等を含む）12.6%

建物は取り壊し、跡地を売却したい11.7%
建物は取り壊し、跡地を駐車場や菜園として人に貸したい2.9%

市町村に寄付したい1.9% 地域住民・コミュニティに利用してもらいたい1.9% その他1.0% 27.4 15.8 8.3 13.9 27.4 23.7 6.0 3.4 0.4 0.4 23.3 

0% 20% 40% 60%現在の空き家を活用できるかどうか分からないリフォーム費用や解体費用を捻出できないリフォーム工事・仲介・解体の業者を知らない賃貸によるトラブルの発生買い手や借り手が見つからない満足できる価格で売れない・賃料を取れそうにない建物解体後の固定資産税の上昇複数いる相続人の調整地域外の人に売買・賃貸することに近隣の理解が得られないその他特に不安はない

■今後5年間
の利用意向

■空き家にしておくことでの心配（3つまで） ■賃貸・売却の際の課題（３つまで）

＜奈良県＞

＜奈良県＞
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＜他府県＞

居住予定居住予定居住予定居住予定

はははは2222割強割強割強割強



近畿２府５県における空き家に係る調査結果 ⑦

○空き家の管理・活用に際してあればよいと思うものについては、奈良県・他府県ともに「総合相談窓

口」の割合が高い

38.8 20.4 22.3 22.3 10.7 1.0 12.6 10.7 27.2 7.8 1.9 

0% 20% 40% 60%空き家の管理や活用、解体に関する総合相談（よろず相談）窓口空き家の活用可能性や劣化状況を診断・調査する体制信頼できる各種民間業者（リフォーム工事,仲介,解体）への登録や、業者について情報提供される仕組み空き家を登録し、利用希望者との連絡調整等を行う公的な「空き家バンク」の仕組み空き家の売買・賃貸情報の広域的なＰＲ体制空き家を地域住民の交流や集会、福祉の場として使うための情報提供・紹介の仕組み空き家の診断・調査費用に対する支援耐震化などのリフォーム費用に対する支援解体費用に対する支援自治会や地域住民が有償で空き家の屋内管理や雑草刈取りを行う管理代行の仕組みその他

■空き家の管理・活用等に際しあればよいもの（３つまで）＜奈良県＞

総合相談窓口への総合相談窓口への総合相談窓口への総合相談窓口への

ニーズが高いニーズが高いニーズが高いニーズが高い

33.7 17.0 18.4 17.5 15.0 4.0 10.4 10.8 21.5 4.9 4.9 

0% 20% 40% 60%空き家の管理や活用、解体に関する総合相談（よろず相談）窓口空き家の活用可能性や劣化状況を診断・調査する体制信頼できる各種民間業者（リフォーム工事,仲介,解体）への登録や、業者について情報提供される仕組み空き家を登録し、利用希望者との連絡調整等を行う公的な「空き家バンク」の仕組み空き家の売買・賃貸情報の広域的なＰＲ体制空き家を地域住民の交流や集会、福祉の場として使うための情報提供・紹介の仕組み空き家の診断・調査費用に対する支援耐震化などのリフォーム費用に対する支援解体費用に対する支援自治会や地域住民が有償で空き家の屋内管理や雑草刈取りを行う管理代行の仕組みその他

＜他府県＞

他府県に比べ解体他府県に比べ解体他府県に比べ解体他府県に比べ解体

費用に対する支援費用に対する支援費用に対する支援費用に対する支援

の割合が高いの割合が高いの割合が高いの割合が高い
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○今回モデル地区３地区において行った空き家の実態調査を元に、郊外住宅地における空き家調査

を行う場合に参考となる事項をとりまとめる

郊外住宅地における空き家調査～モデル地区での調査より～ ①

■空き家調査の目的と調査対象

調査目的・対象 主な調査方法と調査結果の活用方法

ⅰ）空き家の数と分布

の把握

【外観目視調査（現地調査）】【外観目視調査（現地調査）】【外観目視調査（現地調査）】【外観目視調査（現地調査）】

・外観目視により空き家の数や分布を把握することで、現時点での空き家の発生状況を把握する。

・さらに、最寄り駅やバス停等からの位置関係や地形（高低差）、敷地の道路からの高さ等の即地的な状況を把握することで

「空き家等の発生傾向」等を把握する。

・併せて建物や敷地（庭）の管理状態を把握することで、今後の空き家の活用や管理放棄空き家発生予測を行うなど、県及び

市町村の空き家対策の検討に役立てる。

・ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法（以降「特措法」と称す）に基づく国の基本的な指針に示す空家等（概ね年間

を通じて建築物等の使用実績がない）を調査対象とするか、期間は問わず調査時点で空き家となっている建物を対象とす

るかで、調査方法は異なる。

ⅱ）活用が見込める空

き家等の数量と分

布の把握

【空き家所有者への意向調査】【空き家所有者への意向調査】【空き家所有者への意向調査】【空き家所有者への意向調査】

・外観目視調査を通じて特定した所有者へのアンケート調査等を通じて、利用や管理状況、今後の活用意向等を把握し、将来

の空き家の活用や管理放棄空き家の発生予測を行うなど、県及び市町村の空き家対策の検討に役立てる。

・活用が見込める空き家は、住宅地の活性化や福祉施設等の生活支援施設への転用など、市町村のまちづくり施策の検討

に役立てる。

・ただし、実際に活用可能かどうかは、地域の住宅需要等の市場調査や建物のインスペクション調査が必要となるが、特にイ

ンスペクション調査は基本的には売り手や買い手が実施する調査となり、市町村の調査外と考えられる。

ⅲ）老朽危険空き家

（特定空家等を含

む）の特定

【老朽危険空き家に係る詳細調査】

・予め「保安上危険」「衛生上有害」「景観上不適切」「生活環境上不適切」など国交省が「特定空家等に対する措置」に関する

適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）で示す判断基準などを参考に、該当する空き家を調査する（あらかじめ

市町村において判断基準を作成することが望ましい）。

・調査結果は指導や処分等の行政措置や措置に必要となる体制整備に関する検討に役立てる。

・ただし、モデル調査地区の調査結果から明らかなように、本手引きの主な対象となる郊外の大規模住宅団地にあっては、当

面の間は調査の必要性は必ずしも高くないと考えられる。
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今回は今回は今回は今回はⅰⅰⅰⅰ・・・・

ⅱⅱⅱⅱを実施を実施を実施を実施



○今回モデル地区３地区において行った空き家の実態調査を元に、郊外住宅地における空き家調査

を行う場合に参考となる事項をとりまとめる

郊外住宅地における空き家調査～モデル地区での調査より～ ②
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■基本的な調査対象と調査方法（模式）



○郊外住宅地では状態の良い空き家が多く、外観調査を主とした空き家の把握は困難であるため、

現地調査を行う前にあらかじめ事前調査等を行い、空き家候補を抽出しておくことが重要。

郊外住宅地における空き家調査～モデル地区での調査より～ ③

59

■現地調査のフロー



■空き家特定の精度（捕捉率）

○事前調査にあたっては、どのようなデータを利用するか検討する必要がある

○特に今回の調査で空き家の捕捉に役立ったのは自治会からの情報であるが、全ての自治会から情

報が得られるわけではない

郊外住宅地における空き家調査～モデル地区での調査より～ ④
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■空き家候補を抽出するための既存データ等

a）住宅地図やブルーマップ※の空き家（氏名なし）

b）自治会等が所有する空き家位置等の捕捉データ

c）水道利用状況（閉栓）データ

d）住民基本台帳

e）消防部局の空き家調査データ など

※ブルーマップとは、住宅地図に登記所（法務局）備え付け

の公図と都市計画情報を重ね合わせた地図。地番や公図

界、公図番号、用途地域名、用途地域界、容積率等を容易

に確認することが可能。

■調査ポイント

○住宅地図等の空き家（氏名なし）は調

査量等の把握材料と割り切る

○早めに自治会等が所有する空き家位

置等の捕捉データを入手する

○利用可能な行政情報の早めの確認と

提供の働きかけを行う

○調査データの更新時期も考慮した調査

体制の検討を行う

方 法 住宅地図 水道閉栓等データ  住民基本台帳 自治会独自調査 

精 度 △ △ ○ ◎ 

備 考 
容易に入手可能で

あり 、調査量の目安

を得るためには有

効だが、 賃貸・ 売却

用に一時的に空き

家と なっ ている場

合も 少なく なく 、

「 その他の住宅」 の

捕捉率は高く ない。 

管理や改修の際に

水道を利用する場

合も 少なく ないこ

と から 、単独での捕

捉率は高く ない。  

ただし 、閉栓や調定

水量年間 1m

3
未満

等のデータ は空き

家特定の補完資料

と し て有効。  

個人情報を含むた

め、所管課の協力が

不可欠。  

精度は高いが、空き

家の管理状態等の

現地調査は必要と

なる。  

居住用に利用し て

いない、長期間不在

にし ている等を 地

域住民や自治会役

員が確認し たデー

タ が多く 、最も 捕捉

率が高い。  

ただし 、全ての住宅

団地で独自調査を

実施し ていると は

限ら ない。  

 



○モデル地区における調査では水道データ（閉栓情報等）はあまり捕捉率が高くなかった。郊外住宅

地の場合、現時点では管理されている空き家が多く、掃除や水やり等で水道利用をしているためと

考えられる。→調査を行う地域によって、捕捉率が大きく変わる可能性がある。

郊外住宅地における空き家調査～モデル地区での調査より～ ⑤
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■モデル３地区での事前調査との照合結果

 現地調査で 

特定し た空き 家 

空き 家候補（ 事前確認）  

住宅地図

※1
 水道閉栓 自治会独自調査 

あすか野 

54 

55 13

※2
 48

※4
 

11 9 27 

100.0％ 20.4％ 16.7％ 56.3％ 

明神 

(美し ヶ 丘) 

36 

28 8

※2
 48

※4
 

8 3 33 

100.0％ 22.2％ 8.3％ 91.7％ 

朝倉台 

57 

46 －

※3
 59 

13 － 53 

100.0％ 22.8％ － 93.0％ 

 

※空き家候補の上段は事前確認段階の数、下段は現地調査結果との一致数、割合は捕捉率

現地調査で 

特定し た空き 家 

水道閉栓 

調定水量 

1 ㎥以下 

調定水量 1 ㎥超 

～３ ㎥以下 

54 

13 29 7 

9 19 1 

100.0％ 16.7％ 35.1％ 1.9％ 

現地調査で 

特定し た空き 家 

水道閉栓 

調定水量 

5 ㎥以下 

36 

8 26 

3 17 

100.0％ 16.7％ 47.2％ 

 

※1：住宅地図は2015年版

※2：【あすか野地区】調定水量1㎥以下、1㎥超～3㎥以下の内訳データも

入手。各データの捕捉率は以下のとおり。

【明神地区】調定水量５㎥以下の内訳データも入手。各デー

タの捕捉率は以下のとおり。

住宅地図の捕捉住宅地図の捕捉住宅地図の捕捉住宅地図の捕捉

率は低いが総量率は低いが総量率は低いが総量率は低いが総量

は大きく変わらなは大きく変わらなは大きく変わらなは大きく変わらな

かったかったかったかった

※3：水道利用状況データ提供なし、※4：自治会未加入世帯数を含む



■空き家の建物や敷地（庭）の調査項目（例） ■調査ポイント

○外観目視による現地調査を行う際は、調査結果の利用方法を勘案したうえで一定の判断基準を作

成して行うことが望ましい

郊外住宅地における空き家調査～モデル地区での調査より～ ⑥
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■空き家の判断基準（例）

a）雨戸を締め切っている h）門扉が閉鎖されている、施錠されている

b）ガス栓が閉じられている i）「入居募集」「売物件」等の看板がある

c）ガスメーターに閉栓表示票が貼られている j）表札がない

d）電気メーターが動いていない k）窓にカーテンがない、障子が破れている

e）ガスや電気メーターが撤去されている l）庭にゴミが散乱、雑草繁茂

f）郵便受けにチラシ等が溜まっている m)自治会調査や近隣住民への聞取り

g）郵便受けが閉鎖・撤去されている ｎ)その他（蔦が絡まっているなど廃屋風等）

現地調査により特定した空き家については、管理不全

等の老朽危険空き家予備軍の有無や数・分布等の傾向

を把握するために、建物や庭等の管理状態も併せて把

握することが望ましい

a）建 物：用途、構造、階数、維持管理（腐朽・破損や傾

斜の有無、メンテナンス状況等）

b）敷 地：道路から玄関までの高さ、庭の雑草・樹木の

手入れ、ゴミ等の清掃、駐車台数、駐車形式

○空き家はできるだけ複数の判断基準に基づき

特定

○プレ調査を実施するなどして調査員による判

断のバラツキをなくす

○調査員は必ず腕章・身分証を身に付ける

メーターが視認できない、メーターが視認できない、メーターが視認できない、メーターが視認できない、

駐車場に近隣住民の車駐車場に近隣住民の車駐車場に近隣住民の車駐車場に近隣住民の車

がある、などの事例もあがある、などの事例もあがある、などの事例もあがある、などの事例もあ

るため判断基準は複数に。るため判断基準は複数に。るため判断基準は複数に。るため判断基準は複数に。

特に郊外住宅地では不審者に特に郊外住宅地では不審者に特に郊外住宅地では不審者に特に郊外住宅地では不審者に

対する警戒が強いことから、調対する警戒が強いことから、調対する警戒が強いことから、調対する警戒が強いことから、調

査前の自治会への根回し・回査前の自治会への根回し・回査前の自治会への根回し・回査前の自治会への根回し・回

覧等とともに、身分を明らかに覧等とともに、身分を明らかに覧等とともに、身分を明らかに覧等とともに、身分を明らかに

することが重要。することが重要。することが重要。することが重要。



○モデル地区での結果としては、「雨戸を締め切っている」割合は高いが、特に外出中などで閉めてい

る場合も多いため、他の基準と合わせて判断

郊外住宅地における空き家調査～モデル地区での調査より～ ⑦
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■モデル調査３地区での判断基準と該当割合

判断基準 割合（ ％）  

・ 雨戸を締め切っている  84.4 

・ ガス栓が閉じられている  25.2 

・ ガスメ ーターに閉栓表示票が貼られている  12.9 

・ 電気メ ーターが動いていない 23.1 

・ ガスや電気メ ーターが撤去されている  1.6 

・ 郵便受けにチラシ等が溜まっている  17.0 

・ 郵便受けが閉鎖・ 撤去されている  10.8 

・ 門扉が閉鎖されている、 施錠されている  4.8 

・「 入居募集」「 売物件」 等の看板がある  7.5 

・ 表札がない 8.1 

・ 窓にカーテンがない、 障子が破れている  4.1 

・ 庭にゴミ が散乱、 雑草繁茂 5.7 

・ 自治会による空き家の位置等の特定調査（ 近隣住民への聞取り ）  76.9 

 

※割合：3地区合計147戸の空き家の累計割合



○モデル地区での結果としては、「雨戸を締め切っている」割合は高いが、特に外出中などで閉めてい

る場合も多いため、他の基準と合わせて判断

郊外住宅地における空き家調査～モデル地区での調査より～ ⑧
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■モデル調査３地区での事例

雨戸を閉め切っている事例 門塀の施錠事例 ガスメーターの閉栓事例

郵便受けにチラシが詰まっている事例ガスメーターの撤去事例 ゴミの散乱事例



○現地調査結果については、初期の入力等の効率性・容易性に加え、その後の更新作業の容易性、

空き家所有者の特定作業等に係る効率性、導入コスト、庁内の情報共有などの使い方などを検討

する必要がある

郊外住宅地における空き家調査～モデル地区での調査より～ ⑨

65

■現地調査結果の整理・情報集約方法（例）方 法 主な活用目的 空き家プロッ ト 等の容易性効率性 データ  更新の 容易性 地番の 特定の 容易性 市町村の導入の 容易性 導 入 コ スト  
ブルーマッ プ ・ 分布の一覧性 ・ プロッ ト 作業のし 易さ  ・ 地番特定と の作業の効率化 ○ × （ プロッ トし 直し ）  ○ △ （ 6 市のみ 発行※1）  ○ 
住宅地図 ・ 分布の一覧性 ・ プロッ ト 作業のし 易さ  ・ 資料入手のし 易さ  ○ × （ プロッ トし 直し ）  × （ 公図と 突合せ作業が必要）  ○ ○ 
Ｇ Ｉ Ｓ  （ 地理情報システム）  

・ 空き家候補の抽出との作業の効率化 ・ 庁内の既存システムの活用 ・ 庁内関連課と の共用利用のし 易さ  ・ 分布の一覧性 ・ 縮小・ 拡大利用 △ ○ △ （ 家屋番号が一元化されている場合に限定）  △ （ システムを導入し ている市町村が少ない）  
新規導入× （ 既存システム活用の場合は○）   タ ブレッ ト  端末等による データ 入力システム※2 ・ 現地調査結果の入力作業と の同期・ 作業の効率化 ・ 分布の一覧性 ・ 縮小・ 拡大利用 ◎ ○ （ システム による）  × （ システム による）  △ （ 導入事例少ない）  新規導入 × （ タ ブレット と システムの購入が必要）  



○空き家の活用を図るなど空き家対策の検討を行う場合は、現地調査で判明した空き家の所有者へ

のアンケート調査等を通じて今後の活用意向等を聞き取ることも必要

郊外住宅地における空き家調査～モデル地区での調査より～ ⑩
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■空き家所有者意向調査のフロー



○モデル地区における調査では、空き家所有者の特定については建物登記簿謄本により行ったが、

捕捉率が約６割と低かった

郊外住宅地における空き家調査～モデル地区での調査より～ ⑪
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■空き家所有者を特定するための調査ポイント

○空き家所有者の特定には登記簿謄本を含む多様な調査の併用が必要

・モデル調査３地区の登記簿謄本調査による所有者の捕捉率は約６割に留まった。理由としては、不動産所

有者の氏名、住所の変更申請が義務づけられていないことが大きい。

・このため、ⅰ）住民票情報又は戸籍情報、や、ⅱ）固定資産税関係所有者情報 等の追跡調査で補完する

ことが考えられる。

■モデル地区での所有者捕捉率
（建物登記簿謄本での調査のみ実施）

※1：差し押さえ物件

※2：法人(2)、海外在住者(1)を含む

登記簿謄本のみで調査し登記簿謄本のみで調査し登記簿謄本のみで調査し登記簿謄本のみで調査し

たため、かなり捕捉率がたため、かなり捕捉率がたため、かなり捕捉率がたため、かなり捕捉率が

低いうえに、アンケート回低いうえに、アンケート回低いうえに、アンケート回低いうえに、アンケート回

収率も低く、有効なアン収率も低く、有効なアン収率も低く、有効なアン収率も低く、有効なアン

ケートとはならなかったケートとはならなかったケートとはならなかったケートとはならなかった



■調査ポイント

○空き家所有者へ意向調査を行う際には、調査目的に応じた調査方法を選択

○アンケート調査等を行う際は、「空き家」としての認識の違いなどにより苦情が出る恐れがあるため、

丁寧に説明することが重要
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■意向調査方法（例）

○調査協力の依頼説明や依頼文は丁寧なものとする

・調査の目的、空き家の定義空き家の定義空き家の定義空き家の定義、空き家と所有者の特定方法空き家と所有者の特定方法空き家と所有者の特定方法空き家と所有者の特定方法、個人情報の取扱い、など

○地域の空き家実態を反映した調査目的・項目を設定する

○施策ニーズや既存施策の周知状況等の確認項目を盛込むことも効果的

調査方法 対象数 対象地域 目 的 課題等 ⅰ）  聞き取り  少 特定地域 ・  市町村 区 域 空き家と なっ た経緯や建物の状態、 活用意向等の詳細な把握 ・ 所有者への調査協力の取り 付けなど、 事前の準備・ 調整に時間を要する ・ 結果的に調査に応じ る所有者が少人数となる可能性がある ⅱ）  郵送アンケート  中～多 特定地域 ・  市町村 区 域 一定地域内の 所有者の活用 意向等の把握 
・ プラ イ バシーに踏み込んだ設問と せざるを得ない面があり 、 概し て回収率は低い傾向にある ・ 回収率アッ プのために、 依頼文や調査票の設計の工夫が必要と なる ・ ただし 、 ⅰ)に比べて多く の所有者の意向把握が可能であり 、 施策等の検討や検証には有効な方法 ⅲ）  Web アンケート  最多 市町村 区 域 ・  広 域 相続予定者等を含めた所有者の一般的な傾向把握 
・ Web 利用者など、 特定の年齢層、 ラ イ フスタ イ ルを持つ者の回答に限定さ れる可能性がある ・ 所有者の特定に時間がかから ず、 短期間に多数の意向把握が可能 ・ 量的な把握が難し い遠方居住所有者や相続予定者の意向も 把握可能 

 

今今今今回回回回モモモモデデデデルルルル地地地地区区区区でででではははは、、、、空空空空

きききき家家家家のののの定定定定義義義義やややや所所所所有有有有者者者者等等等等をををを

どうやって特定したかにどうやって特定したかにどうやって特定したかにどうやって特定したかに

ついて細かく明記したたついて細かく明記したたついて細かく明記したたついて細かく明記したた

め、苦情はなかっため、苦情はなかっため、苦情はなかっため、苦情はなかった


